
平成30年6月市議会環境経済委員会資料

第61号議案平成30年度長崎市一般会計補正予算(第1号)

[【補助】交流拠点施設整備事業費分]

侶次)

1 交流拠点施設の整備に係る市の負担

2 募集要項・MICE事業契約書案(一部抜粋)

追加資料

文化観光部

3 ブリックホールから酬CE施設への移行可能性

4 利用料金比較

ノ

(ページ)

文化観光部

平成30年6月

2~4

5~6

7





交流拠点施設の整備に係る市の負担

1 交流拠点施設整備に要する費用

(1)施設整備費約 216億円

交付税措置額

(イ゛ウ) X (ア)

約 16億円

約 5億円

約 39億円

約 44億円

区分

用地取得費

施設整備費

【B】

170 億円

(2)地方債の借入に伴う償還利子約 16億円

事業費の財源として借り入れる地方債(約 138億円)の償還利子。

①~②

事業費

合計

約 69億円

約 147億円

約 216億円

2 国の支援等

国庫補助金

(1)国庫補助金約 18億円'(社会資本整備総合交付金)

(2)地方交付税約 44億円

財源として借り入れる地方債(約 138億円)の元利償還金に対する交付税措置。

約 18億円

約 18億円

公共事業等債

財源内訳

地方債

約 22億円

公共事業等債分

区分

約 22億円

一般単独事業債分

一般単独事業債

約 43億円

充当率

約 73億円

約 116億円

90%

交付税措置率

(ア)

一般財源

75%

約 26億円

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

約 34億円

合計約 232億円

222%

約 60億円

30%

<参考>開業後の民間収益事業実施にょる市への収入約 73億円

(1)固定納付金(MICE事業期間20年のうち6年目以降)約 0.2億円

(2)定期借地料(民間収益事業期間50年間による註算)約 27.8億円

(3)固定資産税渚B市計画税(民間収益事業期間50年間による試算)約 30億円

(4)事業所税(民間収益事業期間50年間による試算)約 15億円

元金

(イ)

合計

約 22億円

約 116億円

約 138億円

償還利子

(ウ)

【A】

市の負担(真水)【A-B

約 3億円

①~②合計約 62億円

約 13億円

(資産となる用地取得費69億円を除く 101億円)
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(仮称)長崎市交流拠点施設整備・運営事業募集要項(一部抜粋)

8 事業者の収入及ぴ費用に関する事項

本事業は、施設の設計、建設、運営及び維持管理に係る費用を、以下の収入により賄うも
のとします。

(1) MICE事業

①市が支払うサービス購入・料

市は、MICE事業者が、市の示す業務要求水準を満たして施設を常に適正な利用が可
能な状態とするために必要な設計、建設、開業準備を行う対価として、以下のサービス購
入料(消費税及び地方消費税を含む港支払います。

ア施設整備業務費相当額

イ開業準備業務費相当額

②施設利用料金収入

施設を利用するものから徴収する利用料金等の売上は、直接にMIOE事業者の収入と
都はす。維持管理・運営期間における上記 5(3)①オ及び力(開業準備業務は除く)に係る
事業にっいては、当該利用料金等により、独立採算にて実施するものとし、市は、MICE事
業者が施設の維持管理業務及び運営・MIOE誘致業務(開業準備業務は除く)を行う対価
としてのサービス購入料を一切支払いません。

③納付金の支払い

MICE事業者は、維持管理・運営期間を通じて、市に対して、固定納付金及び変動納付
金を支払うものとします。納付金の額はそれぞれ以下のとおりとします。

ア固定納付金

応募グループの提案によるものとします。

イ変動納付金

MICE事業者の年間の純利益の50%相当額を納付するものとします。

④MICE施設の目的外使用に係る使用料の支払い

MICE事業者が維持管理・運営期間に利用者利便施設(自販機コーナー等)の運営等
を行うにあたり、MICE施設を目的外使用する場合には、目的外使用に係る使用料を市に

支払うものとします。
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MICE事業契約書(案)(一部抜粋)

(乙の債務不履行等による契約解除)

第釘条甲は、次の各号のーに該当するときは、乙に対して通知することにより、本契約の全部又は
一部を解除することができる。

(1)乙がMIOE事業の実施を放棄し、甲が催告したにもかかわらず3日間以上にわたりその状態が
継続したとき

(2)乙が、破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始その他の法的倒産
手続開始にっいて乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)
によってその申立てがなされたとき

(3)優先交渉権者のいずれかに、基本協定書第6条第8項に該当する事由が発生したとき

(4)乙が、第28条、第飾条ないし第釣条の報告書等及び第112条の計算書類等に重大な虚偽
記載を行ったとき

(5)乙が、正当な理由なく、設計業務に着手せず、又は本件工事着工予定日を過ぎても本件工
事に着手せず、甲が、乙に対し、相当の期間を定めて催告しても、乙から当該遅延にっいて甲の
満足する説明が得られないとき

(6)乙の責めに帰すべき事由により、本件施設の引渡予定日から30日が経過しても本件施設の
引渡しが行われないとき、又は明らかに引渡しの見込みがないとき

(刀乙の責めに帰すべき事由により、維持管理業務及び運営・MICE誘致業務開始予定日から30
日が経過しても維持管理業務が開始されないとき、又は明らかに開始の見込みがないとき

(8)維持管理業務及び運営・MICE誘致業務期間中、乙が5事業年度続けて事業年度決算にお

(9)乙が定められた期限までに支払うべき納付金を支払わず、合理的期間を設けて催告したにも
関わらず当該期間内に納付金が支払われないとき

(1の乙を本件施設の指定管理者とする指定が地方自治法第244条の2第11項により取り消された
とき

(11)前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達するこ
とができないと甲が認めたとき

2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、乙が実施する維持管理業務及び運営・MICE誘致業務等
の水準が要求水準書に記載された要求水準を満たさない場合、モニタリング基本計画書又は実施計
画書の規定に従い、本契約の全部又は一都を解除することができる。

いて赤字を計上したとき(ただし、維持管理業務及び運営・MICE誘致業務期間の初年度は除く)

(違約金)

90条第87条及び前条第2項の規定により本契約が解除された場合、乙は、次の各号に従い、当
該各号に定める額(いずれも消費税及び地方消費税相当額を含む。)を違約金として、甲の指定する期
限までに支払わなけれぱならない。

(1)本件施設引渡し前に解除された場合

建設業務費相当額の10分の1の額。ただし、乙から甲に引渡し済みの本件施設に係る建設業務費相
当額の10分の1に相当する金額を除く。

②本件施設の引渡しイ劃こ解除された場合

残存契約期間に対応する提案された維持管理費業務及び運営・MICE誘致業務費(開業準備業
務除く)棺当額の 10分の 1 に相当する額。

、
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ブリックホールからMICE施設への移行可能性(長崎市想定)

大ホールと国際会議場を同時利用する県外規模の学会、大会等は、機能、規模とも複数の会場を必要と

すると考えられることから、現在のブリックホールよりも利便性が高い交流拠点施設へ移行する可育副生が高い

と想定。一方、MICE 施設の利用料金はブリックホールよりも高くなることから、市内、県内規模のものは移行し

ないと想定。

上記の想定から、ブリックホールの大ホール及び国際会議場を同時利用し、利用者が県外規模の学会、大

会等がMICE施設に移行すると仮定すると、平成25年・26年実績の平均で、催事件数11件、催事日数28

日、利用者数 41,162 人(平成 25年度一・催事件数 10 件、催事日数 24日、利用者数 31,235 人平成

26年度・・・催事件数11 件、催事日数31日、利用者数51,0羽人功t移行可能性があると想定してぃる。

(ブリックホールから移行可能性がある催事伊D

平成26年度

件数 日歎 月 日

4

2

主催省暖

2

4

3

火

2

4

4

平成26年度長崎大学入学式

水

8

4

5

平成26年鹿長崎大学入学式

3

火

9

4

6

第57回日太形成外科学会学術集会

水

10

4

7

第57回日本形成外科学会学術集会

4

木

"

8

借し物

8

第57回日本形成外科学会学術集会

20

8

9

第57回日本形成外科学会学術集会

水

幻

10

8

第19回水シンボジウム2014iΠながさき

5

木

22

11

8

第19回氷シンボジウム2014inながさき

^
工ご

23

12

11

鋳故回B卑PTA全国研立大点竺鶚回九'1PロンウPTA漸究大金

土

13

11

5

鼎62回ヨ加TA全国研究大金第"回丸'{伊ロンウPTA訊支ナ'

フK

14

"

6

リハビノテーション・ケア合同研究大会長崎2014

6

木

15

11

7

リハ廿ノテーシヨン,ケア合同研究大会長崎2014

16

11

8

リハ゛ノテーシ◆,・ケア合同研究大会長崎2014

国立大学法人長崎ス学

土

17

11

11

リハビ1Jテーシ弐,・ケア合同靭究大会長崎20】4

国立大学法人長崎大学

火

・1 1

12

18

7

、

長崎大学医学部形成外科学数室

第鶚回宇宙科学技術連合講演会

氷

19

13

れ

長崎大学医学部形成外科学数室

第舶回宇宙科学技術遮合講演会

木

20

14

"

長崎大学医学都形成外科学数皇

第58回宇宙科学技術連合講演会

金

22

21

11

8

長崎大学医学部形成外科学數皇

第58回宇宙科学技術連含講演会

土

22

23

"

嘗19目*シンポジウム2014ι・レ字'せき実行受亘金

第76回九州山口薬学大会

24

23

日

竺19回*シン;:6フケム2014m:幼せき実行饗員会

第76回九州山口薬学大会

祝

9

30

24

長崎県PYA連合会

第76回九州山口薬学大会

31

:*コ武ール

25

2

10

長崎県P丁A連合会

日本口睦弓ンプランド学会箆詑国プL州支都学術大会

土

26

3

利用者数

(社)是真全長●語'Jノピ,Jテーション病院

日本口睦ーンプラントキ三会毎32回九州支郊学術大会

27

18

日

3

50

2,000

(社)是真会長き却Jノゼ,Jテーション病院

白本口腔Cノプランド堂会祭32回九封1支都学術大会

水

28

19

国会

3

11

2,000

(杜)皇再会異,哥IJノピ,Jテーション病院

平成26年廃長鰯県立大学卒業証書・学位記挨与式

木

24

29

3

2,000

542

(杜)是再会長好Jノ近"ノテーション病院

平或26年廣長喝県立大学卒窯証書・学位記授与式

火

25

30

3

2,000

542

合計

一般杜団法人臼太航空宇宙学会

平成26年度長崎大学卒業式

水

31

26

3

2.000

542

一般杜団法人日本航空宇富学会

早成26年度長崎大学卒業式

木

27

3

592

542

一般杜団法人日本航空宇宙学会

2,542

第90回白本結核病学会総会

28

40

542

2,542

一般杜団法人臼本航空宇盲学会

第90回日本結核病学会総会

土

600

542

2,542

一般社団法人長崎県薬剤師会

第90回呂本結核病学会総会

800

2,002

542

2,542

一般杜団法人長崎県薬剤師会

542

2,542

一般杜団法人長崎県薬剤師会

50

2,002

542

日本0睦インゞ,ニト*虫室き2回凡州王露=俳大色

582

2,002

120

1,142

日率口駐ーンプ5ント、羊套嘉32匡丸州ミE=n吠き

2,002

1,342

Bキロ筵インプラニト早き鴛き2国九州支あ早"伏金

50

542

2,122

長崎県公立大学法人

20

542

長崎県公立大学法人

800

100

542

2,544

国立大学法人長崎大学

800

2,544

国立大学法人長崎大学

20

800

2.000

542

2,544

株式会杜コンベンションリンケージ九州本都

2,000

542

株式会杜コンベンションリンケージプL州ホ郁

2,000

542

40

1,342

抹弐会壮カンベンションリンケージプL州本部

542

1β42

40

542

1.342

750

542

2,542

750

5

2,542

40

50

2,000

542

2,542

542

50

2,000

80

1,292

50

1,200

642

1,292

1,200

50

100

542

1,200

2'542

総言十

542

100

542

2,542

542

1,742

1,742

1,742

51,088

金

金

金

金



平成25年度

件数 日数 月 日

4

2

曜

2

4

3

月

2

7

4

平成25年度長崎大学入学式(りノ0

3

火

5

7

5

平成25年度長崎大学入学式

6

7

6

4

臼太卞スビス、を宅ケア研究会2013年全国六会鳥長階

土

9

7

7

巳太*スピス・在宅ケア研空会2013年全国六袋ん長鰯

日

4

9

8

催L物

7K

日本六スピス・左宅ケア研究会2013年全国大会1長醐

5

9

5

9

第56回中小企業団体九州大会

26

木

10

11

第聡回中小企業団体九州大会

太

11

11

5

第蘭回九州地区地域婦人大会

6

火

12

11

6

全日本海員組合第74回1ミ期全国大会

水

13

11

7

全日本海員組合第74回之期全国大会

木

14

11

8

7

全日本海員組合卸4回定期全国大会

30

12

15

全日本海員組合第74回之期全国大会

土

16

3

平成25年度生長の家講習会

8

行

日

7

国立大学去人長崎メ牟

3

平成25年度生長の家講習会

18

国立大学法人長崎大学

8

3

主催

第飴回食事察法学会

土

円

9

白本叔ビス・在宅ケア研究会2013年

3

9

第能回食享療法学会

18

20

日

日本叔ビス・在宅ケア研究金2013年

3

第船回食事察法学会

火

19

21

3

白本司くスビス・在宅ケア研究会2013年

平或25年麿暴嶋県立大学卒^書・学位記疫与式(りハ)

10

フK

21

22

長崎県中小企業団体中央会

3

早或25年崖長崎県立大学卒業証芸・学位記授与弐

祝

22

23

長崎県中小企業団体中央会

3

第28回日本助産学会学林テ集会

23

24

土

一宏財団注1丑婦県地域為ノ励件還柁婆歪会

3

第28回日本助産学会学r゛集会

24

全日本海員組合

日

3

六ホール

第28回日本助産学会学術集会

月

25

全日本海員組合

利用者数

平成25年度長崎大学卒業式(りハ)

火

全白本海員組合

50

平成24年度長崎大学卒業式

2,000

全日本海員組合

国会

宗鞠去人生長の家昇奇數化都

100

3,000

542

宗凱法人生長の家昇奇數化部

合計

542

3,000

(公杜)日*栄薹土会医療織域喜業部

200

(公社)日ホ栄養士会医療職斌事窯都

592

10

542

1,143

2,542

(公杜旧*栄美士会氏乗駐域畢業都

542

長崎県立大学法人

900

300

3,542

長崎県立大学法人

10

50

542

3,542

築2巳回白本劫崖学会学衛集会運営享務局

450

500

箆28回凹本助産学金学術集会運営寧務局

280

20

300

1,685

竿28回日本勧産学会学毎姦金運言掌窄局

450

542

1,400

国立大学法人長崎大学

50

4,000

542

国立大学玄人長崎火学

350

542

992

50

200

600

822

542

600

992

50

250

50

542

1,600

4,542

542

100

70

1,142

50

400

542

1,142

500

542

100

50

1800

542

2,142

総計

542

612

50

942

542

1,042

100

、

2β42

31,235

6

.
者

金

金

金



利用料金比較

ホール機能

順位

2

長崎市交流拠点施設

3

グランメッセ熊本

4

北九州国際会議場

5

ビーコンプラザ(別府)

施設名

福岡国際会議場(多目的ホールと一体利用)

展示場機能

順位

2

長崎市交流拠点施設

3

西日本総合展示場(新館・北九州)

面積(市)

4

グランメッセ熊本

5

2,720

西日本総合展示場(本館・北九州)

施設名

終田料金(円)

6

マリンメッセ福岡

544

福岡国際センター

791

1,642,1 18

2,756

102,857

・料金は税込、土日祝利用の料金を記載

利用区分は集会・会議等を想定

・入場料等を徴収しない場合を想定

2,700

1時間当たりの単価(円/rrt)

185,500

549,072

面積(市)

486,864

3β40

終日料金(円)

8,000

46,4

8,000

1,563i494

23.6

終日料金は9時~22時までの料金

5,520

1β00,000

18.0

終日料金は9時~17時までの料金

9,100

1時間当たりの単価(円/rrf)

1β57,714

15.3

終日料金は9時~22時までの料金

5,052

備考

1,144,500

15.0

終日料金は9時~22時までの料金

2β76,000

終日料金は9時~れ時までの料金

入

570240

313

7

22.5

終日料金は9時~22時までの料金

21.2

終日料金は部寺~18時までの料金

20.フ

終日料金は部寺~17時までの料金

備考

20.0

終日料金は部寺~18時までの料金

終田料金は部寺~21時までの料金

9.4 終日料金は9時~21時までの料金


